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六花出版

〔「
満
洲
国
」の
〕「
法
の
大
暴
風
」
は
、
日
本
国
内
お
よ

び
朝
鮮
・
台
湾
で
治
安
維
持
法
が
有
し
た
暴
力
性
を
は

る
か
に
し
の
ぐ
も
の
と
い
え
る
。こ
れ
に
匹
敵
す
る
の
は
、

一
九
〇
〇
年
前
後
の
台
湾
に
お
い
て
猛
威
を
振
る
っ
た

匪
徒
刑
罰
令
の
み
で
あ
ろ
う
（
拙
著
『
台
湾
の
治
安
維
持

法
』
参
照
）。
そ
れ
か
ら
三
〇
年
以
上
を
経
過
し
て
近
代

的
法
治
国
家
と
い
う
体
裁
で
糊
塗
し
た
「
満
洲
国
」
は
、

「
法
の
暴
力
」
を
発
揮
さ
せ
る
が
た
め
の
治
安
機
構
・
治

安
法
制
の
整
備
厳
重
化
を
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
、
全
面
的

に
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
汲
々
と
し
た
。

粗
い
概
観
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
「
満

洲
国
」
治
安
体
制
を
視
野
に
入
れ
な
い
治
安
維
持
法
論

は
あ
り
え
な
い
と
断
言
し
う
る
。
そ
れ
は
能
勢
克
男
の

い
う
治
安
維
持
法
の
「
い
わ
れ
い
ん
ね
ん
の
、
い
ち
ぶ

し
じ
ゅ
う
」
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
な
位
置
を
占
め

る
こ
と
に
な
る
。

憲
兵
や
警
察
に
よ
る
反
満
抗
日
運
動
に
対
す
る
弾
圧

が
、
朝
鮮
・
台
湾
の
場
合
と
同
じ
く
、
民
族
的
偏
見
と

日
本
「
国
体
」
へ
の
絶
対
的
な
崇
拝
の
た
め
に
苛
酷
・

残
虐
を
極
め
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
ま
だ
想
像
し
う

る
。
し
か
し
、
検
察
官
や
審
判
官
に
よ
る
司
法
処
分
の

峻
烈
さ
に
は
言
葉
を
失
う
。
そ
れ
は
朝
鮮
・
台
湾
の
検

察
官
・
裁
判
官
に
も
共
通
す
る
こ
と
と
は
い
え
、
質
的

苛
烈
さ
や
件
数
の
膨
大
さ
に
お
い
て
「
満
洲
国
」
の
場

合
は
突
出
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

…
…

…
…

…

『「
満
洲
国
」の
治
安
維
持
法
』「
あ
と
が
き
」
よ
り
　
　

帝
国
主
義
戦
争
の
遂
行
に
必
須
の
思
想
弾
圧
の
た
め
の
法
律
＝
治
安
維
持
法
。

天
下
の
悪
法
が
日
本
国
内
の
み
な
ら
ず
、植
民
地
台
湾･

朝
鮮
、傀
儡
国
家｢

満
洲
国
」に
お
い
て

展
開
し
た
す
さ
ま
じ
い
暴
力
性
を
膨
大
な
資
料
を
駆
使
し
て
明
ら
か
に
す
る
。

合
法
的
に
人
々
の
思
想
を
裁
き
、そ
の
肉
体
を
も
た
め
ら
い
な
く
死
に
追
い
や
っ
た

治
安
維
持
法
の
実
体
に
迫
る
決
定
版
！

国
家
に
よ
る
法
の
暴
力
は
現
代
日
本
そ
し
て
世
界
と
無
関
係
か
を
問
い
か
け
る
！
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治
安
維
持
法
一
〇
〇
年
を
前
に
シ
リ
ー
ズ
完
結
！
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全6巻

著
▼

荻
野
富
士
夫

推
薦
▼

青
木
理

一
九
九
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
荻
野
富
士
夫
さ
ん
の
『
戦
後

治
安
体
制
の
確
立
』は
、直
後
に
私
が『
日
本
の
公
安
警
察
』

を
著
す
際
に
最
も
参
考
に
し
た
テ
キ
ス
ト
だ
っ
た
。つ
ま
り
、

荻
野
さ
ん
の
地
道
な
探
索
と
研
究
が
な
け
れ
ば
、「
戦
後
治

安
体
制
」の
中
核
た
る
公
安
警
察
の
内
実
を
取
材
し
た
私
が

そ
の
淵
源
ま
で
俯
瞰
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
だ
か
ら

荻
野
さ
ん
は
私
に
と
っ
て
大
切
な
研
究
者
で
あ
り
、
知
識
人

で
あ
り
、
か
け
が
え
の
な
い
先
達
で
も
あ
る
。

そ
の
荻
野
さ
ん
が
新
た
に
本
シ
リ
ー
ズ
を
完
結
さ
せ
、
第

一
作
の
冒
頭
で
想
い
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。す
な
わ
ち
、

稀
代
の
悪
法
た
る
治
安
維
持
法
が
暴
威
を
振
る
っ
た
戦
前
戦

中
と
現
在
の
治
安
体
制
強
化
の
動
き
に
は
共
通
点
が
多
く
、

そ
の
行
き
着
く
先
を
知
る
に
は
治
安
維
持
法
の
〈
い
わ
れ
い

ん
ね
ん
の
、い
ち
ぶ
し
じ
ゅ
う
〉
を
考
察
し
ぬ
く
必
要
が
あ

る
の
だ
、
と
。

ま
っ
た
く
同
感
で
あ
り
、
同
時
に
少
々
奇
妙
で
は
な
い
か
、

と
も
感
じ
る
。
治
安
体
制
の
趨
勢
は
ま
さ
に
私
た
ち
の
生
命

や
自
由
、
生
活
に
直
結
す
る
重
要
テ
ー
マ
だ
と
い
う
の
に
、

戦
前
戦
中
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
変
遷
と
共
通
点
を
串
刺

し
に
し
て
探
究
す
る
研
究
者
、
知
識
人
は
荻
野
さ
ん
の
ほ
か

に
見
当
た
ら
な
い
。

そ
う
考
え
る
と
ま
こ
と
に
心
細
い
が
、
し
か
し
、
だ
か
ら

こ
そ
本
シ
リ
ー
ズ
の
意
義
は
限
り
な
く
重
く
、
旧
植
民
地
や

傀
儡
国
家
に
お
け
る
そ
の
実
態
ま
で
も
総
覧
し
た
荻
野
さ
ん

の
仕
事
は
、「
新
し
い
戦
前
」
と
も
称
さ
れ
る
現
在
に
生
き
る

私
た
ち
の
財
産
で
あ
り
、
羅
針
盤
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

（
あ
お
き
・
お
さ
む
）

青木 理（ジャーナリスト）

治
安
維
持
法
の「
現
場
」

治
安
維
持
法
事
件
は
ど
う
裁
か
れ
た
か

IS
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Ⅰ
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の
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」史 

IS
B
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Ⅱ
朝
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事
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Ⅲ

朝
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の
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通
史
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Ⅳ

台
湾
の
治
安
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持
法
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B

N
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Ⅴ
「
満
洲
国
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治
安
維
持
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B

N
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荻
野
富
士
夫
（
お
ぎ
の
・
ふ
じ
お
）

小
樽
商
科
大
学
名
誉
教
授

一
九
五
三
年

　埼
玉
県
生
ま
れ

主
要
著
書

『
特
高
警
察
体
制
史―

―

社
会
運
動
抑
圧
取
締
の
構
造
と
実
態
』せ
き
た
書
房
、一
九
八

四
年
／
増
補
新
装
版

　明
誠
書
林
、二
〇
二
〇
年
／『
戦
後
治
安
体
制
の
確
立
』岩
波

書
店
、一
九
九
九
年
／『
思
想
検
事
』（
岩
波
新
書
）二
〇
〇
〇
年
／『
特
高
警
察
』（
岩
波

新
書
）二
〇
一
二
年
／『
よ
み
が
え
る
戦
時
体
制
』（
集
英
社
新
書
）二
〇
一
八
年

著者紹介

か
い 

ら
い

推薦します

か
い 

ら
い
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治
安
維
持
法
に
よ
っ
て

市
民
は
ど
う
裁
か
れ
た
の
か

治
安
維
持
法
に
よ
っ
て

市
民
は
ど
う
裁
か
れ
た
の
か

Ⅰ

天
下
の
悪
法
・
治
安
維
持
法
は
い
か
に
し
て

成
立
し
、都
合
良
く
改
変
さ
れ
た
の
か

天
下
の
悪
法
・
治
安
維
持
法
は
い
か
に
し
て

成
立
し
、都
合
良
く
改
変
さ
れ
た
の
か

Ⅱ

悪
法
の
さ
ら
に
上
を
行
く

植
民
地
で
の
治
安
維
持
法

悪
法
の
さ
ら
に
上
を
行
く

植
民
地
で
の
治
安
維
持
法

Ⅲ

日
本
国
内
よ
り
も
過
酷
だ
っ
た

朝
鮮
の
治
安
維
持
法

日
本
国
内
よ
り
も
過
酷
だ
っ
た

朝
鮮
の
治
安
維
持
法

Ⅳ

植
民
地
化
に
抵
抗
す
る
台
湾
の
人
々
を
時
に

死
を
も
っ
て
徹
底
的
に
弾
圧
し
た「
法
の
暴
力
」

植
民
地
化
に
抵
抗
す
る
台
湾
の
人
々
を
時
に

死
を
も
っ
て
徹
底
的
に
弾
圧
し
た「
法
の
暴
力
」

Ⅴ

植
民
地
を
も
し
の
ぐ
傀
儡
国
家

「
満
洲
国
」で
の｢

法
の
大
暴
風
」

植
民
地
を
も
し
の
ぐ
傀
儡
国
家

「
満
洲
国
」で
の｢

法
の
大
暴
風
」

Ⅵ

Ⅰ 

検
挙
・
取
調
│
│
特
高
警
察

一 

内
偵
捜
査

二 

検
挙

三 

取
調

四 

送
致

五 

功
績
の
顕
彰

Ⅱ 

起
訴
│
│
思
想
検
察

一 

特
高
警
察
へ
の
指
導
・
指
揮

二 

思
想
検
察
の
立
ち
位
置

三 

取
調

四 

起
訴

五 

論
告
・
求
刑

Ⅲ 

予
審
│
│
裁
判
所
Ⅰ

一 

予
審
訊
問

二 

予
審
の
諸
問
題

三 

予
審
終
結
決
定

Ⅳ 

公
判
│
│
裁
判
所
Ⅱ

一 

公
判
の
進
行
経
過

二 

判
決
全
般
の
特
性

三 

公
判
の
諸
問
題

四 

公
判
に
お
け
る
弁
護
活
動

Ⅴ 

行
刑
・
保
護
観
察
・
予
防
拘
禁

一 

行
刑

二 

保
護
観
察

三 

予
防
拘
禁

Ⅵ 

治
安
維
持
法
体
制
の
終
焉

Ⅰ 

過
激
社
会
運
動
取
締
法
案
と
そ
の
前
・
後
史

一 

治
安
立
法
の
前
史

二 

過
激
社
会
運
動
取
締
法
案
の
起
草
か
ら
廃
案
ま
で

三 

過
激
社
会
運
動
取
締
法
案
廃
案
後
の
治
安
立
法

四 

治
安
維
持
令

Ⅱ 

治
安
維
持
法
の
成
立
と
運
用

一 

治
安
維
持
法
の
立
案
へ

二 

治
安
維
持
法
案
の
決
定

三 

治
安
維
持
法
成
立
の
タ
イ
ミ
ン
グ

四 

治
安
維
持
法
の
成
立

五 

治
安
維
持
法
の
運
用
へ

Ⅲ 

治
安
維
持
法「
改
正
」と
運
用

一 

三
・
一
五
事
件

二 

治
安
維
持
法
「
改
正
」
へ

三 

緊
急
勅
令
に
よ
る
「
改
正
」
成
立

四 

緊
急
勅
令
の
承
諾

五 

「
改
正
」後
一
九
三
〇
年
代
前
半
の
治
安
維
持
法
の
運
用

六 

軍
法
会
議
に
お
け
る
治
安
維
持
法
運
用

Ⅳ 
治
安
維
持
法
再「
改
正
」の
頓
挫
と
そ
の
後
の
運
用

一 
治
安
維
持
法
の
再
「
改
正
」
へ

二 
廃
案
と
な
っ
た
一
九
三
四
年
の
治
安
維
持
法「
改
正
」案

三 

ま
た
も
廃
案
と
な
る
一
九
三
五
年
の
治
安
維
持
法「
改
正
」案

四 

一
九
三
〇
年
代
後
半
の
治
安
維
持
法
運
用
の
膨
張

Ⅴ 

思
想
犯
保
護
観
察
法
と
運
用

一 

思
想
犯
保
護
観
察
法
の
背
景

二 

思
想
犯
保
護
観
察
法
の
成
立

三 

思
想
犯
保
護
観
察
法
の
運
用

Ⅵ 

新
治
安
維
持
法
と
運
用

一 

新
治
安
維
持
法
の
成
立

二 

新
治
安
維
持
法
の
概
要

三 

新
治
安
維
持
法
「
罪
」
の
運
用

四 

新
治
安
維
持
法
「
刑
事
手
続
」
の
運
用

五 

新
治
安
維
持
法
「
予
防
拘
禁
」
の
運
用

Ⅶ 

治
安
維
持
法
の
廃
止

一 

敗
戦
後
の
治
安
維
持
法
の
存
続

二 

治
安
維
持
法
の
「
廃
止
」

三 

治
安
維
持
法
廃
止
後
の
治
安
体
制

Ⅰ
　
検
挙
・
取
調
│
│
高
等
警
察

一 

高
等
警
察
の
拡
充

二 

内
偵
捜
査
か
ら
検
挙
へ

三 

取
調

四 

拷
問

五 

送
致

Ⅱ 

起
訴
│
│
思
想
検
察

一 

思
想
犯
罪
処
理
の
中
枢
と
し
て

二 

取
調

三 

起
訴
処
分

Ⅲ 

予
審
│
│
法
院
Ⅰ

一 

思
想
係
予
審
判
事

二 

取
調

三 

予
審
終
結
決
定

Ⅳ 

公
判
│
│
法
院
Ⅱ

一 

公
判
の
訊
問
と
陳
述

二 

判
決
全
般
の
特
性

三 

公
判
に
お
け
る
弁
護
活
動

Ⅴ 

行
刑
・
保
護
観
察
・
予
防
拘
禁

一 

行
刑

二 

保
護
観
察

三 

予
防
拘
禁

Ⅰ 

治
安
維
持
法
運
用
の
開
始
│
│
一
九
二
五
〜
二
七
年

一 

朝
鮮
に
お
け
る
治
安
維
持
法
前
史

二 

朝
鮮
に
お
け
る
運
用
の
開
始

三 

「
満
洲
・
間
島
」に
お
け
る
初
期
の
運
用

Ⅱ 

全
開
す
る
治
安
維
持
法
│
│
一
九
二
八
〜
三
四
年

一 

全
開
期
の
概
観

二 

民
族
独
立
運
動
へ
の
本
格
的
運
用

三 

朝
鮮
共
産
党
崩
壊
に
至
る
治
安
維
持
法
の
適
用

四 

共
産
主
義
運
動
への
集
中
的
運
用

│
│一九
三
〇
年
代
前
半

Ⅲ 

拡
張
す
る
治
安
維
持
法
│
│
一
九
三
五
〜
四
〇
年

一 

拡
張
期
の
概
観

二 

共
産
主
義
運
動
へ
の
追
撃
的
適
用

三 

再
燃
す
る
民
族
主
義
へ
の
適
用

四 

宗
教
団
体
へ
の
先
制
的
適
用

Ⅳ 

暴
走
す
る
治
安
維
持
法
│
│
一
九
四
一
〜
四
五
年

一 

暴
走
期
の
概
観

二 

民
族
主
義
運
動
・
意
識
の
最
終
的
え
ぐ
り
出
し

三 

共
産
主
義
運
動
・
意
識
の
最
終
的
え
ぐ
り
出
し

四 

宗
教
事
犯
へ
の
本
格
的
適
用

五 

保
安
法
・
朝
鮮
臨
時
保
安
令
・
不
敬
罪
・
陸
海
軍
刑
法

な
ど
の
積
極
的
活
用

Ⅰ 

匪
徒
刑
罰
令
の
猛
威

│
│
一
八
九
〇
年
代
〜
一
九
一
〇
年
代

一 

匪
徒
刑
罰
令
の
制
定
と
運
用

二 

一
九
一
〇
年
前
後
の
「
匪
徒
事
件
」
の
司
法
処
断

Ⅱ 

治
安
維
持
法
の
運
用
開
始
│
│
一
九
二
〇
年
代

一 

治
安
警
察
法
の
施
行

二 

治
安
維
持
法
の
施
行

三 

治
安
維
持
法
の
初
期
の
運
用

四 

治
安
維
持
法
以
外
の
治
安
法
令
活
用

五 

抑
圧
取
締
機
構
の
確
立

Ⅲ 

治
安
維
持
法
運
用
の
全
開
│
│
一
九
三
〇
〜
三
七
年

一 

全
開
期
の
概
観

二 

共
産
主
義
運
動
へ
の
発
動

三 

民
族
独
立
運
動
へ
の
適
用

四 

治
安
維
持
法
以
外
の
法
令
活
用

五 

抑
圧
取
締
機
構
の
拡
充

Ⅳ 

戦
時
体
制
下
の
治
安
維
持
法
│
│
一
九
三
八
〜
四
五
年

一 

戦
時
下
の
治
安
厳
重
化

二 

新
治
安
維
持
法
に
よ
る
民
族
独
立
運
動
へ
の
追
撃

三 

治
安
維
持
法
以
外
の
法
令
活
用

Ⅰ 

関
東
庁
・
関
東
局
の
治
安
維
持
法
の
運
用

│
│
一
九
二
五
〜
一
九
四
五
年

一 

関
東
庁
・
関
東
局
の
高
等
警
察
・
思
想
検
察

二 

関
東
庁
・
関
東
局
の
治
安
維
持
法
の
運
用

Ⅱ 

在
満
外
務
省
警
察
の
治
安
維
持
法
の
運
用

│
│
一
九
二
五
〜
一
九
三
七
年

一 

電
拳
団
事
件
か
ら
間
島
共
産
党
事
件
ま
で

│
│
在
間
島
外
務
省
警
察
の
治
安
維
持
法
の
運
用

二 

在
満
外
務
省
警
察
の
反
満
抗
日
運
動
取
締

Ⅲ 

暫
行
懲
治
叛
徒
法
・
暫
行
懲
治
盗
匪
法
の
制
定

│
│
一
九
三
二
〜
一
九
三
五
年

一 

「
満
洲
国
」
治
安
体
制
の
概
観

二 

暫
行
懲
治
叛
徒
法
・
暫
行
懲
治
盗
匪
法
の
制
定
と

一
九
三
〇
年
代
前
半
の
運
用

Ⅳ 

暫
行
懲
治
叛
徒
法
運
用
の
全
開

│
│
一
九
三
六
〜
一
九
四
〇
年

一 

思
想
的
討
伐
の
本
格
化

二 

「
満
洲
国
」
思
想
司
法
体
制
の
確
立

三 

一
九
三
〇
年
代
後
半
の
暫
行
懲
治
叛
徒
法
の
運
用

Ⅴ 

「
満
洲
国
」治
安
維
持
法
の
猛
威

│
│
一
九
四
一
〜
一
九
四
五
年

一 

治
安
維
持
法
の
制
定
へ

二 

関
東
憲
兵
隊
主
導
の
最
終
的
弾
圧
態
勢

三 

「
満
洲
国
」
治
安
維
持
法
の
運
用

四 

西
南
地
区
粛
正
工
作
と
特
別
治
安
庭
の
活
用

五 

在
満
日
系
共
産
主
義
運
動
の
弾
圧

Ⅵ 

治
安
体
制
の
な
か
の
行
刑
・
矯
正
輔
導

│
│
一
九
三
四
〜
一
九
四
五
年

一 

「
王
道
行
刑
」
の
実
態

二 

矯
正
輔
導
へ
の
拡
充

Ⅶ 

「
満
洲
国
」治
安
体
制
の
崩
壊

│
│
一
九
四
五
年
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〔「
満
洲
国
」の
〕「
法
の
大
暴
風
」
は
、
日
本
国
内
お
よ

び
朝
鮮
・
台
湾
で
治
安
維
持
法
が
有
し
た
暴
力
性
を
は

る
か
に
し
の
ぐ
も
の
と
い
え
る
。こ
れ
に
匹
敵
す
る
の
は
、

一
九
〇
〇
年
前
後
の
台
湾
に
お
い
て
猛
威
を
振
る
っ
た

匪
徒
刑
罰
令
の
み
で
あ
ろ
う
（
拙
著
『
台
湾
の
治
安
維
持

法
』
参
照
）。
そ
れ
か
ら
三
〇
年
以
上
を
経
過
し
て
近
代

的
法
治
国
家
と
い
う
体
裁
で
糊
塗
し
た
「
満
洲
国
」
は
、

「
法
の
暴
力
」
を
発
揮
さ
せ
る
が
た
め
の
治
安
機
構
・
治

安
法
制
の
整
備
厳
重
化
を
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
、
全
面
的

に
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
汲
々
と
し
た
。

粗
い
概
観
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
「
満

洲
国
」
治
安
体
制
を
視
野
に
入
れ
な
い
治
安
維
持
法
論

は
あ
り
え
な
い
と
断
言
し
う
る
。
そ
れ
は
能
勢
克
男
の

い
う
治
安
維
持
法
の
「
い
わ
れ
い
ん
ね
ん
の
、
い
ち
ぶ

し
じ
ゅ
う
」
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
な
位
置
を
占
め

る
こ
と
に
な
る
。

憲
兵
や
警
察
に
よ
る
反
満
抗
日
運
動
に
対
す
る
弾
圧

が
、
朝
鮮
・
台
湾
の
場
合
と
同
じ
く
、
民
族
的
偏
見
と

日
本
「
国
体
」
へ
の
絶
対
的
な
崇
拝
の
た
め
に
苛
酷
・

残
虐
を
極
め
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
ま
だ
想
像
し
う

る
。
し
か
し
、
検
察
官
や
審
判
官
に
よ
る
司
法
処
分
の

峻
烈
さ
に
は
言
葉
を
失
う
。
そ
れ
は
朝
鮮
・
台
湾
の
検

察
官
・
裁
判
官
に
も
共
通
す
る
こ
と
と
は
い
え
、
質
的

苛
烈
さ
や
件
数
の
膨
大
さ
に
お
い
て
「
満
洲
国
」
の
場

合
は
突
出
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

…
…

…
…

…

『「
満
洲
国
」の
治
安
維
持
法
』「
あ
と
が
き
」
よ
り
　
　

帝
国
主
義
戦
争
の
遂
行
に
必
須
の
思
想
弾
圧
の
た
め
の
法
律
＝
治
安
維
持
法
。

天
下
の
悪
法
が
日
本
国
内
の
み
な
ら
ず
、植
民
地
台
湾･

朝
鮮
、傀
儡
国
家｢

満
洲
国
」に
お
い
て

展
開
し
た
す
さ
ま
じ
い
暴
力
性
を
膨
大
な
資
料
を
駆
使
し
て
明
ら
か
に
す
る
。

合
法
的
に
人
々
の
思
想
を
裁
き
、そ
の
肉
体
を
も
た
め
ら
い
な
く
死
に
追
い
や
っ
た

治
安
維
持
法
の
実
体
に
迫
る
決
定
版
！

国
家
に
よ
る
法
の
暴
力
は
現
代
日
本
そ
し
て
世
界
と
無
関
係
か
を
問
い
か
け
る
！

治
安
維
持
法
一
〇
〇
年
を
前
に
シ
リ
ー
ズ
完
結
！

治安維持法の
歴史 シリーズ

治 安 維 持 法 の
歴 史 シリーズ

全6巻

著
▼

荻
野
富
士
夫

推
薦
▼

青
木
理

一
九
九
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
荻
野
富
士
夫
さ
ん
の
『
戦
後

治
安
体
制
の
確
立
』は
、直
後
に
私
が『
日
本
の
公
安
警
察
』

を
著
す
際
に
最
も
参
考
に
し
た
テ
キ
ス
ト
だ
っ
た
。つ
ま
り
、

荻
野
さ
ん
の
地
道
な
探
索
と
研
究
が
な
け
れ
ば
、「
戦
後
治

安
体
制
」の
中
核
た
る
公
安
警
察
の
内
実
を
取
材
し
た
私
が

そ
の
淵
源
ま
で
俯
瞰
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
だ
か
ら

荻
野
さ
ん
は
私
に
と
っ
て
大
切
な
研
究
者
で
あ
り
、
知
識
人

で
あ
り
、
か
け
が
え
の
な
い
先
達
で
も
あ
る
。

そ
の
荻
野
さ
ん
が
新
た
に
本
シ
リ
ー
ズ
を
完
結
さ
せ
、
第

一
作
の
冒
頭
で
想
い
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。す
な
わ
ち
、

稀
代
の
悪
法
た
る
治
安
維
持
法
が
暴
威
を
振
る
っ
た
戦
前
戦

中
と
現
在
の
治
安
体
制
強
化
の
動
き
に
は
共
通
点
が
多
く
、

そ
の
行
き
着
く
先
を
知
る
に
は
治
安
維
持
法
の
〈
い
わ
れ
い

ん
ね
ん
の
、い
ち
ぶ
し
じ
ゅ
う
〉
を
考
察
し
ぬ
く
必
要
が
あ

る
の
だ
、
と
。

ま
っ
た
く
同
感
で
あ
り
、
同
時
に
少
々
奇
妙
で
は
な
い
か
、

と
も
感
じ
る
。
治
安
体
制
の
趨
勢
は
ま
さ
に
私
た
ち
の
生
命

や
自
由
、
生
活
に
直
結
す
る
重
要
テ
ー
マ
だ
と
い
う
の
に
、

戦
前
戦
中
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
変
遷
と
共
通
点
を
串
刺

し
に
し
て
探
究
す
る
研
究
者
、
知
識
人
は
荻
野
さ
ん
の
ほ
か

に
見
当
た
ら
な
い
。

そ
う
考
え
る
と
ま
こ
と
に
心
細
い
が
、
し
か
し
、
だ
か
ら

こ
そ
本
シ
リ
ー
ズ
の
意
義
は
限
り
な
く
重
く
、
旧
植
民
地
や

傀
儡
国
家
に
お
け
る
そ
の
実
態
ま
で
も
総
覧
し
た
荻
野
さ
ん

の
仕
事
は
、「
新
し
い
戦
前
」
と
も
称
さ
れ
る
現
在
に
生
き
る

私
た
ち
の
財
産
で
あ
り
、
羅
針
盤
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

（
あ
お
き
・
お
さ
む
）

青木 理（ジャーナリスト）

治
安
維
持
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現
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う
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一
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五
三
年

　埼
玉
県
生
ま
れ

主
要
著
書

『
特
高
警
察
体
制
史―

―

社
会
運
動
抑
圧
取
締
の
構
造
と
実
態
』せ
き
た
書
房
、一
九
八

四
年
／
増
補
新
装
版

　明
誠
書
林
、二
〇
二
〇
年
／『
戦
後
治
安
体
制
の
確
立
』岩
波

書
店
、一
九
九
九
年
／『
思
想
検
事
』（
岩
波
新
書
）二
〇
〇
〇
年
／『
特
高
警
察
』（
岩
波

新
書
）二
〇
一
二
年
／『
よ
み
が
え
る
戦
時
体
制
』（
集
英
社
新
書
）二
〇
一
八
年
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推薦します

か
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ら
い


